
 

火を使用する設備・器具等及び住宅用防災機器の設置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火を使用する設備及び器具並びに火を使用する設備に附属する煙突（排気筒）を設置する場合は、川崎市火災予防条例により、周囲の天井、

壁等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離をとらなければなりません。ただし、火を使用する設備及び器具の種類並びに燃料により各々
火災予防上安全な距離が異なります。また、住宅には同条例により住宅用防災警報器等の設置が必要となりますので、詳しくは事前に所轄消
防署予防係にお尋ねください。 

 
１ 火を使用する設備及び器具等の設置について 
（１）次のいずれかによる場合は火災予防上安全な距離を保つことを要しません。 

  ア 不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で有効に仕上げをした建築物等の部分が耐火構造（建築基準法第
２条第７号に規定する耐火構造をいう。）であって間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料（建築基準法施行令第１条第５号に規定
する準不燃材料をいう。）で造ったものであるとき。 

  イ 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分が耐火構造以外の構造であって間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの
（有効に遮熱できるものに限る。）であるとき。 

 

（２）前（１）によらない場合は火災予防上安全な距離を保つ必要があります。 

15 以上 

２ 火を使用する設備に附属する煙突（排気筒）の設置について 

  ふろがま等に附属する煙突（排気筒）は次によるほか、建築基準法施行令第１１５条第１項第１号から第３号まで及び第２項の規定によ

り設置してください。 

（１）構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定す

ること。 

（２）可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天

井裏、床裏等において接続する部分は、容易に離脱せ

ず、かつ、燃料排気が漏れない構造とすること。 

（３）容易に清掃ができる構造とすること。 

（４）火の粉を飛散するおそれのある設備に附属するもの

にあっては、火の粉の飛散を防止するための有効な装

置を設けること。 

３ 道路工事の届出について 

  建築物に引込む電気、ガス、給排水等の工事で道路を掘さくし、消防車が通行できなくなるおそれがあるときには、事前に所轄消防署へ届

け出てください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）具体的な設置位置について

ア 住宅用防災警報器等は、煙や水蒸気の滞留するような場所を避け、下図の例により設置してください。

（４）維持について

住宅の寝室等の天井又は壁に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ有効に感知することができるようＮＳマーク等の貼付さ
れた規格省令に適合する住宅用防災警報器等を次により設置してください。

（１） 住宅用防災警報器等を設置する部分について（１） 住宅用防災警報器等を設置する部分について

住宅用防災警報器等は以下の住宅の部分（共同住宅、複合用途防火対象物の共有部分を除く。）に設置してください。

イ 台所（下図②）

ウ アが存する階から直下階に通ずる階段の上端（下図③）

ア 就寝の用に供する居室（下図①）※複数ある場合その室ごと。

エ アが存する階（避難階から上方に数えた階数が２以上の階に限る。）から下方に数えた階数が２である階に直上階から通ず
る階段の下端（下図④）

オ アが避難階のみに存する場合、居室が存する最上階（避難階から上方に数えた階数が２以上の階に限る。）から直下階に通
ずる階段の上端（下図⑤）

カ アからオ以外の階で床面積7㎡以上である居室が５以上存する場合は次による。
（ア）廊下（下図⑥）
（イ）廊下がない場合、当該階から直下階に通ずる階段の上端（下図⑦）
（ウ）廊下及び直下階がない場合は当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端（下図⑧）

イ 自動試験機能を有していないものにあっては、交換期限内に交換してください。

ウ 自動試験機能を有するものにあっては、機能に異状表示などあった場合は交換してください。

ア 電池を用いるものにあっては、電池切れとなる前に交換してください。

（５）免除について

スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備を設置した場合等は、その有効範囲
内の住宅の部分について住宅用防災警報器等を免除できる場合があります。

（ア）段違い、傾斜、円形、越屋根天井等は最上部に設置してください。ただし最上部が換気の用に供される場合は、その部分
を避けて設置してください。

（イ）寝室と台所が間仕切り、扉等により区画されていない場合は、寝室と台所の中央付近に設置してください。

（３）設置場所に適応した住宅用防災警報器等について

ア 廊下以外の部分 光電式のもの

イ 廊下 イオン化式又は光電式のもの

住宅用防災警報器等は、次により住宅の部分に応じ、適応するものを選択してください。ただし、台所等は定温式に代えるこ
とができます。

※イオン式のものを廃棄する際は、放射線障害防止法に基づく廃棄方法によってください。詳細はご購入の販売店、製造者にご
確認ください。
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※居室の使用状況により就寝の用に供する部分には、住宅用防災警報器等が必要となリます。
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※居室の使用状況により就寝の用に供する部分には、住宅用防災警報器等が必要となリます。
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４ 住宅用防災警報器等の設置について

 ※イオン式のものを廃棄する際は、放射線同位元素等の規制に関する法律に基づく廃棄方法によってください。詳細はご購入の販売店、 
製造者にご確認ください。 

（５）免除について 
   スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備を設置した場合等は、その有効範囲内の 

住宅の部分について住宅用防災警報器等を免除できる場合があります。 

る階段の下端（当該階段の上端に住宅用防災警報器等の感知器が設置されている場合を除く。）（下図④）   

４ 住宅用防災警報器等の設置について 
  住宅の寝室等の天井又は壁に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ有効に感知することができるよう規格省令に適合する住宅用防災警

報器等を次により設置してください。 
（１）住宅用防災警報器等を設置する部分について 

住宅用防災警報器等は以下の住宅の部分（共同住宅、複合用途防火対象物の共有部分を除く。）に設置してください。 

  ア 就寝の用に供する居室（下図①）※複数ある場合はその室ごと 

  イ 台所（下図②） 

ウ アが存する階（避難階を除く。）から直下階に通ずる階段（屋外に設けられたものを除く。）の上端（下図③） 

エ アが存する階（避難階から上方に数えた階数が２以上の階に限る。）から下方に数えた階数が２である階に直上階から通ずる階段の下 

端（当該階段の上端に住宅用防災警報器等の感知器が設置されている場合を除く。）（下図④）   

  オ アが避難階のみに存する場合にあっては、居室が存する最上階（避難階から上方に数えた階数が２以上の階に限る。）から直下階に通

ずる階段の上端（下図⑤） 

  カ アからオまでにより住宅用防災警報器等が設置されている階以外の階のうち、床面積７㎡以上である居室が５以上存する階の次に掲

げるいずれかの住宅の部分 

（ア）廊下（下図⑥） 

  （イ）廊下がない場合、当該階から直下階に通ずる階段の上端（下図⑦） 

  （ウ）廊下及び直下階がない場合は当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端（下図⑧） 

（２）具体的な設置位置について 

  ア 住宅用防災警報器等は、煙や水蒸気の滞留するような場所を避け、下図の例により設置してください。 

 イ 特殊な例 

（ア）段違い、傾斜、円形、越屋根天井等は最上部に設置してください。ただし、最上部が換気の用に供される場合は、その部分を避けて  

設置してください。 

（イ）寝室と台所が間仕切り、扉等により区画されていない場合は、寝室と台所の中央付近に設置してください。 

 

（３）設置場所に適応した住宅用防災警報器等について 

   住宅用防災警報器等は、次により住宅の部分に応じ、適応するものを選択してください。ただし、台所等は定温式等に代えることができ

ます。 

  ア 廊下以外の部分 光電式のもの 

  イ 廊下      イオン化式又は光電式のもの 

 

（４）維持について 

  ア 電池を用いるものにあっては、電池切れとなる前に交換してください。 

  イ 自動試験機能を有していないものにあっては、交換期限内に交換してください。 

  ウ 自動試験機能を有するものにあっては、機能に異状表示などあった場合は交換してください。 
 

※イオン化式のものを廃棄する際は、放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく廃棄方法によってください。詳細はご購入の販売店、製造者にご確認 

ください。 

 

（５）免除について 
   スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備を設置した場合等は、その有効範囲内の住宅

の部分について住宅用防災警報器等を免除できる場合があります。 

 

（川崎市消防局予防部予防課 ０４４－２２３－２７１５） 


